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結びにかえて

Ｉ　地球環境問題の展開とｒ持続可能な開発」

　１　国連環境開発会議への２０年

　１９９２年６月 ，１８３カ国が参加した国連環境開発会議（地球サミット）は「環境

と開発に関するリオ宣言」，地球再生の行動計画ｒアジ エンダ２１」とｒ森林保

全の原則声明」を採択し，１５０カ国余が気侯変動枠組み条約（地球温暖化防止条

約），生物多様性条約に調印して，地球環境の保全に向けて新たな一歩を踏み

出した 。

　１９７２年の国連人間環境会議から２０年，「かけがえのない地球」（Ｏｎ１ｙ　Ｏ
ｎ．

Ｅ。。ｔｈ）から今回の「われらの家地球」までの変化は，きわめて大きなものが

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９７）
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あっ た。（１）東西冷戦体制の終えんは米国 ・ソ連の両超大国による核戦争の脅威

にかわ って，地球環境問題を国際政治の重要課題として押し出した。いまや東

西のいずれにせよ ，ありうべき「平和の配当」は多かれ少なかれこの新しい課

題にふり向けられざるをえない。（２）地球環境問題は南北のいずれにあ っても ，

この２０年間，大きく深まり ，広がってきた。先進諸国がその産業的発展とｒ豊

かな社会」によっ て地球環境の危機を生みだしてきたとすれぱ，最貧途上諸国

ではその “人口爆発
’’

と貧困化が地球環境に脅威を与えてきた。（３）石油危機後

の国際経済の展開は一次産品の交易条件の悪化や累積債務によっ て南北問の経

済的格差（先進国と途上国の１人当たりＧＤＰの格差）をさらに一層拡大してきた 。

このことはｒ開発と環境」をめぐる南北間の対立とかかわ って，地球環境問題

への国際的な対応を一層複雑にし，困難なものとしている 。

　地球環境の危機は先進国でも途上国でも ，さまざまな形で顕在化してきた 。

先進国では化石燃料をエネルキー基盤とする産業的発展や自動車交通の増大が

大気中の二酸化炭素等の増大を通じて地球の温暖化要因を蓄積し，また硫黄酸

化物や窒素酸化物の排出量の増大によっ て酸性雨の被害を深刻化させてきた 。

また，先端技術産業等によるフロンガスの使用と排出は成層圏のオゾン層を破

壊して，地球上を有害な紫外線にさらすこととなっ てきた。一方，途上国では

絶対的な貧困化と人口圧力を背景に，輸出用の木材伐出や焼畑耕作が熱帯林を

予想以上に減少させ，また薪炭材採取や過放牧 ・過耕作が砂漢化を広げ，野生

生物種を消滅させてきた。また，人口の都市集中や工業化は大気汚染や水質汚

濁等の先進国型の公害問題をより激しい形で再生産させている 。こうして顕在

化してきた地球環境問題の諸相を『環境白書』（平成２年版 ・総説）は図１のよ

うに表示している 。

　ところで，地球環境問題が今日国際政治の重要課題となっ ているのは，その

因果関係が１国内にとどまらず，国境を越え，さらに地球規模にまで広がって

きたからである 。寺西俊一氏の『地球環境問題の政治経済学』は，これを「環

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
境破壊の国際化」として次の５つのタイプに区分している 。

　（１）越境型の広域環境汚染 ：酸性雨が典型であるが，２国問 ・多国問の国際

　　　　　　　　　　　　　　　　（６９８）
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図１　「問題群」としての地球環境問題
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　　　　　　　 （出所）環境庁編『平成２年版 ・環境白書（総説）』大蔵省印刷局，１９９０年
，

　　　　　　　　　１００ぺ一ジ 。

環境紛争として展開してきた。国家間利害，つまりは各国産業の経済的利害の

対立がつねに問題となっ てきた 。

　（２）「公害輸出」による環境破壊 ：環境規制が厳しくなっ た先進国から ，ま

だルースな途上国へ危険物（工程） ・有害物（工程）の輸出や移転が行なわれて

きた 。

　（３）国際分業を通じた資源と環境の収奪執帯木材にみられるように，南側

途上国から北側先進国が一次産品を輸入する経済関係の中で，一次産品の交易

条件の悪化を通じて天然資源（自然）の過剰収奪がすすめられてきた
。

　（４）貧困と環境破壊の悪循環的進行最貧の途上国で地域の生態系の崩壊に

よっ て経済の自立的基盤も崩壊し，飢餓地帯化し，環境難民を生み出してきた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９９）
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　（５）地球共有資産の汚染と破壊 ：地球温暖化や成層圏オゾン層の破壊にみら

れるように，将来世代を含む人類全体の未来に係わる地球共有資産の汚染と破

壊が顕在化してきた 。

　みられるように，これらの問題はいずれもこの２０年問に顕在化し深刻化して

きた問題であり ，各国の経済構造を基盤として，その必然の結果として現実化

したものであるが，ここで重要なことはその発生基盤（原因）が基本的に先進

国にあることであろう 。途上国で発現した環境破壊や生態系の崩壊も ，その多

くはかつての植民地時代に遠因をもっ ており ，戦後は先進資本主義諸国による

途上国への経済的進出（工業製品の輸出と一次産品の輸入，資本の輸出，開発援助

等）と先進国主導の国際経済秩序の展開に規定されつつ生起してきたと言って

よい 。

　２　「持続可能な開発」をめぐって

　国連環境開発会議（地球サミソト）の基本的な政策理念は「持続可能な開発」

（Ｓｕｓｔａｍａｂ１ｅ　Ｄ・・ｅ１ｏｐｍｅｎｔ）に端的に示されている 。この用語が初めて使われた

のは１９８０年に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）ほか３者が発表した「世界環境保全

戦略」の中であ ったとされている 。この用語はその後，１９８７年に環境と開発に

関する世界委員会（ＷＣＥＤ）が公表した報告書「我ら共有の未来（Ｏ皿Ｃ。皿

ｍｏｎＦｕｔｕｒｅ）」によっ て　般的に定着するが，同報告書はこれについて次のよ

うに述べている 。

　「持続可能な開発とは，将来の世代の欲求を充たしつつ，現在の世代の欲求

も満足させるような開発をいう 。持続可能な開発は鍵となる２つの概念を含ん

でいる 。１つは，何にも増して優先されるべき世界の貧しい人々にとっ て不可

欠な「必要物」の概念であり ，もう１つは，技術 ・社会的組織のあり方によっ

て規定される ，現在及ぴ将来の世代の欲求を満たせるだけの環境の能力の限界

についての概念である 。先進国 ・開発途上国を問わず，市場経済をとる国であ

ろうと計画経済をとる国であろうと ，すべての国々の経済 ・社会開発の目標は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
持続可能性を考慮に入れて定められなければならない 。」

　　　　　　　　　　　　　　　　（７００）
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　この定義はその後さまさまな解釈を生み出し，わが国では「持続的な経済成

長」という理解も行なわれたが，ここで明確にしておくべきことは次の２点で

ある 。第１に，「必要物」の概念については，それは何よりもまず開発途上国

にかかわる問題である 。同報告書は次のように述べている 。「基本的欲求を充

足するには，人口の大半が貧しい国々において新たな経済成長の時代を作り出

すことが不可欠なだけでなく ，これらの貧しい人々が新たな経済成長を支える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
のに必要な資源の公平な配分が受けられるように保障される必要がある 。」

　第２に，「環境の能力の限界」については，それは何よりもまず先進諸国に

かかわる問題である 。同報告書はこの点について，「地球の持続可能な開発の

実現のためには，富める者達が，例えばエネルギーなどの面で地球生態系が支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
えうる範囲内に納まっ た生活様式を実践する必要がある」としており ，先述の

「リオ宣言」も「先進諸国は，彼らの社会が地球環境へかけている圧力及び彼

らの支配している技術及び財源の観点から ，持続可能な開発の国際的な追求に

おいて有している義務を認識する」と述べている 。

　この「持続可能な開発」の政策理念はその後，１９９１年の『かけがえのない地

球を大切に（新 ・世界環境保全戦略）』に受け継がれた。同報告書はこれを

「人々の生活の質的改善を，その生活支持基盤となっ ている各生態系の収容能
　　　　　　　　　　　　　　　　４）
力限度内で生活しつつ達成すること」と規定し，「持続可能な社会」の基本原

則として次の９点をあげている 。

　（１）生命共同体を尊重し，大切にする 。

　（２）人問の生活の質を改善する 。

　（３）地球の生命力と多様性を保全する 。¢生命を支えるシステムを保全する ，

　　　生物学的多様性を保護する ，　再生可能な資源の利用は持続可能な方法

　　で行う 。

　（４）再生不能な資源の消費を最小限に食い止める 。

　（５）地球の収容能力を越えない 。

　（６）個人の生活態度と習慣を変える 。

　（７）地域社会が自らそれぞれの環境を守るようにする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０１）
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　（８）開発と保全を統合する国家的枠組みの策定（　経済政策は，環境の収容

　　能力を考慮してから決める ，ほか７項目）。

　（９）地球規模の協力体制を創り出す 。

　１９９２年の国連環境開発会議は当然これらの理念を継承しており ，「リオ宣言」

はその第３項で「開発の権利は，現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要

性を公平に満たすことができるよう行使されなければならない」とした上で ，

第４ ，５項で「持続可能な開発を達成するため，環境保護は，開発過程の不可

分の部分とならなけれぱならず」，また同時に，「持続可能な開発に必要不可欠

なものとして，貧困の根絶という重要な課題」があることを宣言したのである 。

　　１）寺西俊一『地球環境問題の政治経済学』東洋経済新報社，１９９２年
。

　　２）環境と開発に関する世界委員会『地球の未来を守るために』福武書店，１９８７年
，

　　　６６ぺ 一ジ。ただし訳語は「持続可能な開発」で統一してある 。

　　３）同書，２９ぺ 一ジ 。

　　４）国際自然保護連合（ＩＵＣＮ） ・国連環境計画（ＵＮＥＰ） ・世界自然保護基金

　　　（ＷＷＦ）『かけがえのない地球を大切に（新　世界環境保全戦略）』小学館 ，

　　　１９９２年，２５ぺ 一ジ 。

１　ｒ持続可能な開発」と日本の国土 ・環境問題

　「高度成長」の崩壊後，７０年代半は以降の日本の国土 ・環境政策は，その基

調を一言で言えば，“環境と経済との調和”から “経済優先”への逆流であ っ

たと言 ってよい 。

　第三次全国総合開発計画（３全総，１９７７年）は，従来の「高度成長」型国土開

発政策に対する一定の「反省」をふまえたものとして，次のような基本的性格

をもっ ていた。第１に，「大都市への人口と産業の集中を抑制し，一方，地方

を振興し，過密過疎問題に対処しながら ，全国土の利用の均衡を図りつつ，人

問居住の総合的環境の形成を図るという方式（定住構想）」であ った。第２に ，

大都市圏に対して “地方優先”が強調され，「特に，大都市圏と比較して定住

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０２）
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人口の大幅な増加が予想される地方都市の生活環境の整備とその周辺農山漁村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
の環境整備が優先して図られなければならない」ものであ った 。

　これに対して第四次全国総合開発計画（４全総，１９８７年）の基本的性格は，第

１に，「世界都市」東只を頂点にわが国大都市を重層的に再開発し再編成する

ことであり ，第２に，そのネ ットワークとして交通，情報 ・通信体系，わけて

も高速交通体系を全国的に開発 ・整備することであり ，そして第３に，これを

ｒ民間活力」と市場機能を活用しつつ実現することであ った。４全総は全国的

な交通 ・通信体系の開発 ・整備という点で新全総（１９６９年）の復活であ ったが ，

８０年代「東只圏への高次都市機能の一極集中と人口の再集中」（４全総）を則提

として，巨大都市中心の再開発を「民問活力」によっ て推進するという点で ，

　　　　　　　　　　　　　６）
全く新たな特徴をもっ ていた 。

　それでは低成長下，日本の国土と環境の変容は，前節でみた地球環境問題と

とのような関運をもつのであろうか，さらには日本の国土 ・環境問題の展開は

「持続可能な開発」の観点からみて，どのような問題をもつのであろうか 。

　１　大型開発プロジェクトと国土 ・環境

　４全総下の大型開発プロジェクトは現在，（１）首都圏ついで関西圏の開発，わ

けても東兄湾，大阪湾の臨海域開発，およひ（２）全国的な基幹的交通体系の開発

・整備を２大分野として展開している 。その画期は１９８５年であり ，この年，そ

れまで凍結されていた３つの大型開発プロジェクト（東京湾横断道路 ・明石海峡

大橋首都圏中央連絡道路）が「民活型公共事業」として始動した。これらは一

足先に着工が決定していた関西新国際空港や，その後の整備新幹線　中央リニ

ア新幹線等とともに２１世紀をめさして，全国交通体系の基幹を形成しつつある 。

　一方，東足臨海副都心 ・横浜みなとみらい２１幕張新都心，大阪りんくうタ

ウン　六甲アイラント ・フェニソ クス計画等は全国的に活発化オる “ウォータ

ーフロント ”開発プロジェクトの中心をなしており ，９０年代の東只湾　大阪湾

はまさに開発ラ ッシュ におおわれている 。

　これら９０年代「日本列島改造」ラ ッシュ の動因は，（１）高度成長の崩壊後
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０３）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）「内需振興」策の重要な一環としての民活型国土開発政策の形成であり ，（２）プ

ラザ合意（１９８５年），日米構造協議（１９９０年）を画期とする米国の “貿易不均衡

の是正”要求と ，それにもとづく “内需主導”型経済への「経済構造調整」策

（９０年代の公共投資４３０兆円なと）であり ，（３）国際化 ・情報化に対応した国土利用

の変容であろう 。

　しかし，こうした国土利用の構造変化は東只 ・大阪両湾の大都市圏に限って

みても ，「持続可能な開発」の観点からして大きな問題をはらんでいる 。『環境

白書』は１９８７年に次のように述べていた。「環境保全の面からも ，東兄圏への

一極集中は好ましくない面を有している 。すなわち，東尺圏では既に高密度な

都市空間において活発な活動が行われており ，二酸化窒素による大気汚染，自

動車騒音，東只湾や都市内河川の水質汚濁等の環境基準の達成状況ははかはか

しくなく ，改善が遅れている 。また，大量の廃棄物が発生しており ，その処理

が重要な課題となっ ている 。……さらに，内湾の利用に当た っては，高度成長

以降の過程で海岸の改変が進み，東只湾に残された自然は今日貴重なものとな

っているので，水面を確保するとともに，干潟などの水生生物の良好な生息環

境が消滅したり ，水質汚濁が生ずることのないよう十分配慮することが重要で
　８）
ある 。」

　しかし，これらの諸問題のいずれをとっ ても ，その後改善方向をたとっ てい

るものはみられない。（１）東尺 ・大阪両湾の大都市圏では今日まで，自動車交通

量の増加と交通混雑化が続いており ，二酸化窒素の環境基準の達成状況は改善

されず，窒素酸化物汚染など大気汚染は悪化している 。そして，環境庁の１専

門部会の予測結果によれは，東只圏では１９８５～２０００年度において横断道路など

の開通や一極集中化の進行によっ て自動車交通量は５０％増加し，二酸化窒素な

どによる大気汚染はさらに深刻化するであろう 。また，これまで都心３区はす

でに “ヒート ・アイランド”の状態にあるが，臨海部副都心など現在進行中の

開発プロジェクトが完成すれば都心の気温はさらに上昇し，埋立て規模が増大

するにしたがって沿岸部の高温域は拡大するといわれている 。東只湾は環境資

源として多様な機能をもっ ており ，湾上空部は都心の気温の上昇を抑制し，大

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０４）
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気汚染物質を拡散しているが，埋立て開発による海域の減少とヒルのホイラー

の増大，自動車交通量の増加等によっ て都心の気温は上昇し，大気汚染の深刻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
化とともに真夏日 ，熱帯夜が増加するであろう 。

　（２）東只湾　大阪湾の埋立て開発プロジェクトはフェニソ クス計画の場合 ，

各圏域における廃棄物処理事業と結ひついている 。首都圏に先行して着工され

た大阪湾の場合，近畿２府４県から排出される廃棄物で尼崎沖と泉大津沖を埋

立てて人工島を造成するもので，８６年に着工され，９０年初から廃棄物の投入が

始まっ た。 廃棄物の内容は建設 ・土木工事の残土が約半分，これと産業廃棄物

とで４分の３に達し，家庭用ゴミは１割にすぎないが，合わせて３１６ｈａの空

間はわずか５年余で満杯となり ，９５年度から新たな埋立て事業が繰り返される

ことになる 。こうして日本の２大都市圏は，その “命の海”をいま沖へ沖へと

埋立てて膨張しつつあるが，こうしたすべての埋立て地は海水の自然の循環や

交換性を阻害し，海水の滞留度を増大させ，浄化能力を低下させていく 。この

傾向は両都市圏内河川の水質悪化と相まっ て両湾を巨大な排水池と化していく

のであり ，こうして両圏域の開発はその自然的基礎を破壊しつつ展開されてい

るのである 。

　（３）日本の経済活動の東只圏 ・大阪圏への集中と臨海域の開発は，内陸部で

は山砂採取や道路開発によっ て自然と緑を破壊し，海域では埋立てやしゅんせ

つ工事等によっ て干潟をはじめとして海域そのものを狭め，その生態的環境を ，

その自然的な海水浄化 ・生物生成 ・大気浄化 ・気侯緩和等の諸機能を破壊して

いる 。東只湾ついで大阪湾は人口集積が最も高い国土地域として多面的な価値

（経済的 ・保健的 ・文化的 ・レクリエーシ ョン的 ・生物的等々の環境資源的価値）をも

ち， 後世代の日本人によっ ても享受されるべき永続的価値をもっ ている 。しか

るに今日の開発プロシェクトは総じて，短期的 ・営利的な経済偏重の国土開発

であり ，圏域全体としての国土 ・環境資源の今後について総合的な環境影響評

価とそれにもとづく開発規制のシステムを根本的に欠如しており ，こうして再

生不能な，代替不能な環境資源の毎計画な食いつぶしが続いている 。

（７０５）
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　２　大都市化の進展と環境問題

　１９８０年代初頭以降，４全総の始動と本格的展開にともなっ て， 首都圏を頂点

に大都市への新たな経済的集中が大きく進展してきた。この過程は同時に産業

の情報化 ・ソフト化 ・サーヒス化，生活様式の「局度化」等として展開された

が， こうした大都市経済化も環境問題をまぬかれず，大都市の環境は大気汚染

やゴミ問題をはじめとして一層深刻になっ ている 。

　まず大都市化にともなっ て， エネルキー利用量は増大し，二酸化炭素の排出

など環境負荷が増大している 。石油危機以降，先進諸国の中で日本は省エネル

ギー化が最も進み（ＧＤＰエネルギー原単位も８３年以降最も小さい），総エネルギー

需要量はほぼコンスタントで推移してきた。しかし，８６年以降，日本の総エネ

ルギー消費量は大きく増勢に転じている 。その主な要因は（大都市に即して言え

ば），石油価格が低迷する中で景気が拡大し，○運輸部門では自動車を中心に

物流が伸び（例えば，小売業や宅配便などでの小量 ・多品目の “ジャスト ・イン ・タ

イム ”方式による配達など），　業務部門では業務用床面積，空調（冷暖房）量 ，

ＯＡ機器などがそれぞれ増加し，　国民のライフ ・スタイルの「高度化」によ

って乗用車や家電製品の大型化 ・高級化 ・複数所有化がすすむなど，これらが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
総じてエネルギー需要量を増大させたことであろう 。

　ところで，自動車は他の交通手段（鉄道 ・内航海運など）に比べてエネルギー

効率は低いが，輸送量に占める割合は旅客 ・貨物ともに増大している 。二酸化

炭素の排出量（トンキロ当たり）についても ，例えはトラ ソクは内航海運の１１倍
，

鉄道の１５倍とされているが，ドア ・ツー・ ドアの利便性や機動性によっ て， と

くに都市内の輸送で増加している 。

　こうした大都市経済化とエネルギー消費量の増大によっ て， ８６年から二酸化

炭素の排出量は増加に転じている（１９８６～９０年度の年平均増加率は４４％）。 二酸化

炭素はＩＰＣＣ報告書によれば，「人間活動による地球温暖化への寄与の５５％を

占め，このうちエネルギー消費に伴う排出が約８割を占めるとされており ，エ

ネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出は，人問活動による地球温暖化の要因の
　　　　　　　　　　１１）
中で最大のもの」である 。世界の二酸化炭素排出量に５％近いシェアをもつ日

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０６）
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本として，現在の動向は地球温暖化防止条約（気侯変動枠組み条約）の目標から

は， つまりは「持続可能な社会」への「挑戦」からはほど遠い状態にあると言

わねばならない 。

　さて，今日の都市環境が直面する最大の問題の１つは，自動車交通などがも

たらす大気汚染公害であろう 。まず二酸化窒素（ＮＯ。）濃度については，８０年

代初頭からわずかながら改善傾向にあ ったが，８５年を境に悪化に転じ ，９１年度

では史上最悪の状態となっ ている 。また，最近注目されている浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）の環境基準も首都圏，近畿圏ではほとんどクリアされていない 。

　こうした現状の背景にあるのは産業基盤優先の道路整備や内需拡大優先の自

動車普及促進策などであるが，より直接的な要因は¢自動車の交通量が著増し

た（東京 ・大阪 ・神奈川３都府県の自動車保有台数は８０年代後半の５年間で２割強，走

行量も交通混雑化の中で１割強増加した），　貨物車等を中心に，ディー ゼル車

（軽油を燃料とし，ＮＯ、やＳＰＭの排出量がガソリン車に比べてけた違いに多い）の割

合が著増した，　ディー ゼル車の中でも ，直噴式（副室式に比べてＮＯ、の排出量

が多い）が急増した，などであろう 。ここにみられるのは，ディー ゼル車の排

ガス規制を先送りにし続ける一方，軽油の税額をガソリンのそれの半額以下に

抑えるなど，環境改善を犠牲にした経済成長優先，企業利益優先の政策にほか
　　　１２）
ならない 。

　７３年に始まっ た政府のＮ０２規制は，目標期限の７８年には環境基準自体が大

幅に緩和され，そのかわりに「８５年までに新環境基準を達成する」と公約され

た。 しかし，その結呆は未達成のままであり ，今日では「２０００年に達成する」

という４度目の約束もこれを信じている人は少ない。この問，政府は公害健康

被害補償制度を改定して８８年から新たな公害患者をいっさい認定しないことと

したが，しかし，これによっ て大気汚染による公害病をこの国から消滅できる

はずもなか った。旧大気汚染指定地域（４１地域，５１自治体）のうち ，東只 ・大阪

・尼崎など１３自治体がその後新たに幼児や子供など約５万人に医療給付等を行
　　　　１３）
なっ ているところに，事態深刻化の一端が現われていると言わねばならない 。

ＮＯ、による大気汚染は酸性雨となり遠隔地の森や湖を破壊して地球環境問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０７）
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となるより前に，大都市でまず人問の健康を破壊するのである 。

　３　産業構造の変化と環境問題

　石油危機を契機として，「重厚長大」の基礎素材産業が構造不況化し，かわ

って「軽薄短小」の加工組立産業が発達し，また経済のソフト化，サ ーヒス化

が進展した。この産業の構造変化の課題は省エネルギー化であり ，それを推進

したのはＭＥ革命であ ったが，その中心をなすＩＣ産業の発展は，「クリーン

産業」のイメージとはうらはらに，新たな環境問題を生みだしてきた 。

　まず８０年代初頭から米国ではシリコン ・バレー地帯で深刻で広範な地下水汚

染が問題化し，日本でも同じ頃，八王子市 ・川崎市などで水道水源用井戸水か

ら， トリクロロエチレンなど有機塩素系溶剤が検出された。これは人の神経系

を冒し，発がん性をもつ有害化学物質であるが，その後，これによる地下水汚

染が全国的に進み，その原因がＩＣ製造工場からの廃棄物であることも明らか
　　　１４）
になっ た。 こうして８９年には水質汚濁防止法が改正され，事業者に地下水汚染

の防止が義務づけられたが，しかし，今日でもこの地下水汚染は全国的に広が

っている 。これは規制実施則に廃棄したものが幾多の地層を経て地下水汚染個

所を増大させているからとされているが，ともあれ地下水はいっ たん汚染され

ると容易に元には戻らないことを示している 。

　ところで一方，同じく半導体の洗浄用にフロンが使われ，トリクロロエチレ

ンなどの問題化にともなっ て， これに代 ってフロン１１３の使用が急増してきた 。

ところが，このフロンも今や周知のように成層圏のオゾン層を破壊し，まさに

地球環境問題を引き起す原因物質であることが確認され，８７年のモントリオー

ル議定書によっ て９５年末全廃が決められている 。しかし，このフロンによるオ

ゾン層破壊も今後１０～２０年が最も高くなると予想され，２１世紀前半はオゾン濃

度のきわめて低い状態が続くことになるとみられている 。

　今日の産業活動と二酸化炭素の排出量との関係については，産業部門は日本

のエネルギー利用構成上ほぼ２分の１の割合を占めているが，８０年代半ば以降

はそのエネルギー消費量は他の運輸部門や民生部門と同様に増加しており ，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０８）
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れにともなっ て二酸化炭素の排出量も増加してきた（１９９０年度の二酸化炭素総排

出量に占める産業部門の割合は約４８％）。 ここでも ，地球温暖化防止条約の目標に

そっ て， ２０００年の二酸化炭素排出量を１９９０年の水準に抑制することは，今後の

省エネルギー化のコスト節減効果が小さいとみられるだけに容易ではないであ

ろう
。

　日本の産業廃棄物の排出量は３１億トン ，家庭こみ排出量の７倍であり ，そ

の内訳は汚泥（３６ ．１％），家畜糞尿（２０ ．０％） ，建設廃材（１５ ．７％），鉱さい
（１３ ．３％）などとなっ ている（１９８５年度）。 そのうち中間処理による減量や再生利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
用に回るものを除く全体の約２９％，９ ，ＯＯＯ万トン 余が最終処分されるが，この

“最終処分
’’

のあり方が問題であろう 。

　まず廃棄物の排出量（一般廃棄物を含む）は資源投入量の増加割合を上回 って

増加し，１９７０～９０年度で約２倍になっ ており ，新たな処分場が設けられなけれ

は， 全国で産業廃棄物処分場は１年半，一般廃棄物処分場は８年で一杯になる
　　　　　１６）
とされている 。とくに首都圏などの大都市圏では処分場不足は深刻で，産業廃

棄物が東北，北陸などへ広域に運ばれており ，山林，原野などに不法投棄され

る事件が多発している 。一方，ロンドン ・ダンピング条約で，９５年末から産業

廃棄物の海洋投棄が原則として禁止されることになっ た。 従来，日本について

は太平洋と日本海の一定海域に投棄が認められており ，９０年度の投棄量は４３８

万トン（６割は汚でい，ついで廃酸 ・廃アルカリ ・鉱さいなど）で世界最大量とな
　　　１７）
っている 。そこで今後は，この条約決議の実施によっ て， 産業廃棄物の陸上処

分が増大し，処分地不足と不法投棄も加速されるおそれが強い 。

　産業廃棄物の場合，環境汚染を引き起すのは例えばカドミウム ・シアン ・鉛

　六価クロム ・ヒ素 ・水銀 ・ＰＣＢなどだけではない。今日 ，半導体製造など

先端技術産業が発展するにともなっ て， 数百種類もの未規制の有害化学物質や

有毒カスが次々と新たに生みだされ補充されつつ使われているのであ って，こ

れらの廃棄物による「ハイテク汚染」は長 ・短さまさまな期間を経て，さまさ

まな形で環境を汚染するだけに，対応は容易ではないであろう 。この場合，環

境問題にかかわる情報を最も多く掌握しているのは，言うまでもなく企業であ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７０９）
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って，「持続可能な開発」をめざすならば，生産はもとより流通 ・消費 ・廃棄

までの過程を事則に予測した「製品アセスメント」がもはや不可欠な時代に直

面していると言わねばならない 。

　また，一般廃棄物については，都市の規模が大きくなるほど，１人当りの廃

棄物発生量は増加するが，再資源化率は逆に減少し，資源 ・エネルギーの浪費

と最終処分場のひ っ迫が進む傾向がある 。この場合も ，廃棄物のリサイクルは

製品開発と関連してはじめて有効にシステム化できるのであ って，経済社会の

「持続可能性」を確保するためには，リサイクルの促進における企業の主導性

と責任が問われなければならない 。

　４　山村地域開発と森林資源

　戦後日本の経済は，森林 ・山村地域をつねにフロンティアとして利用しつつ

発展してきた。０日本経済の復興はまず電力需要を，ついで都市の用水需要を

増大させ，河川の上流域を中心にダムの建設ラ ッシュ が展開された。このダム

建設＝水資源の開発によっ て， 日本列島の脊梁をなす広範な森林地域と数多く

の山村集落が水没した。　日本経済の高度成長は木材需要を増大させ，まず国

有林で木材の大増産が推進された。国有林の大増伐と「合理化」は貴重な原生

林や天然林を消滅させ，林道の開発や造林 ・治山事業の立ちおくれによっ て広

範な林地を荒廃させ，山地水害を引き起した。　山岳観光道路の開発と各種観

光産業の進出は観光客の自動車による殺到をもたらし，森林生態を撹乱し，森

林地域にゴミ公害を拡散し，湖沼や渓流を汚染した。＠「日本列島改造」期に

は， 各種資本による森林の買占めと開発ラ ソシュ が全国の山村地域を席巻し ，

森林破壊や農林業の荒廃に拍車をかけた。　日本経済は局度成長期を通じて山

村地域から ，都市商工業のために若年労働力を，公共（建設）事業のために中

高年労働力を，山村進出企業のために主婦労働力を吸収してきた 。

　４全総下，「総合保養地域整備法」（１９８７年）が山村地域にもたらしたものも
，

上記の過程と軌を一にするものであ った。同法は，国民が「スポーソ ，レクリ

エーシ ョン ，教養文化活動，休養，集会等の多様な活動」を行なえるよう ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１０）
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「総合的な機能の整備を民問事業者の能力の活用に重点」をおいて促進すると

したが，それが実現したものは基本構想の承認をうけた３５道府県のいずれにお

いてもゴルフ場，スキー場（海浜部ではマリーナ）であ った。そして，このゴル

フ場の開発と経営が全国各地で森林を破壊し，農薬汚染を引き起し，生態系を

破壊してきたことはすでに周知のところであろう 。

　今日 ，日本の人工林は１ ，ＯＯＯ万ヘクタールを超えているが，しかし外材依存

の下，木材の自給率は２６％に低下しており（１９９０年），山村の過疎化が深まる中

で森林の管理は衰退しつつある 。民有林では７０年代後半から林木の伐採後，未

造林地として放置される林地が増大しているが（民有林の伐採面積に対する造林

面積の比率は，７０年の７９％から ，８０年の５３％，９０年の３８％へと激減している），その後

は既造林地でも問伐　　それは健全な人工林を育成するための不可欠な作業で

ある　　が停滞し，劣弱な森林が激増している 。

　今日 ，山村の過疎化は加速しており ，高齢者（６５歳以上）は２割を超え，林

業就業者は最近５年問で２割以上滅少している 。その影響は，農 ・林道の荒廃

や耕作放棄，伐跡地の放置や保育作業の放棄にとどまらない。過疎化の深まり

は， 山村住民の地域の森林に対する日常的な最小限の保護 ・管理や配慮ですら

広範に衰退させている 。

　こうした森林管理の衰退は，たんに「来たるべき国産材時代」に向けて，市

場性のない劣質な材木を生みだすだけではない。それは総じて，森林を劣弱な

林木で過密にし，下早の消滅や表土の流出をもたらし，森林成育の活力を弱め ，

土砂崩壊や雪害，風害，あるいは病虫害や林野火災などへの抵抗力を弱め，こ

うして森林と国土の荒廃がすすんでいる 。実際，山腹崩壊や地滑りなとのおそ

れがある災害危険地区（森林）は全国で１８万箇所にのほ っており ，さらに増加
　　　　１８）
傾向にある 。また，森林の劣弱化は，日本にはないとされている酸性雨の被害

を一挙に顕在化させるおそれも強い 。

　森林の環境保全的機能は，大気浄化 ・気侯緩和 ・災（公）害防止 ・水源かん

養などに大別されるが，地球環境からすれば大気浄化（二酸化炭素吸収と酸素供

給）が，日本の国土　環境からすれは水源かん養と災害防止がまず重要であろ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１１）
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う。 日本は欧米諸国と比べて，年降水量が多く ，季節的に集中しており ，また

山地が急峻で，河川は急流 ・短小であるため，洪水や渇水をおこしやすく ，侵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
食・ 崩壊等による土砂流出の危険も大きいからである 。

　山村の地域開発と森林資源をめぐる問題の焦点は，¢森林の保全 ・造林と木

材などの有効利用を国際的規模で両立させる ，　左記と山村の社会経済的発展

（過疎の克服）を並立させる ，　　これを実現するための社会経済的システムを

どう形成していくかにあると言 ってよい。この点にかかわ って，山村の「内発

的発展」が注目されているが，何よりも重要なことは山村　　それは日本の内

なる “途上国”問題である　　に対する公的助成の抜本的拡充であろう 。

　５　対外進出と途上国の環境問題

　国連人問環境会議はｒ人問環境宣言」（１９７２年６月）で，ｒ開発途上国にとっ

て，一次産品およぴ原材料の価格の安定とそれによる十分な収益は環境の管理

に不可欠である」と述べた。しかし，１９８０年代，世界的な需給の緩和を背景に

一次産品価格は低迷し，途上国の交易条件は悪化した。そこで，比較優位をも

つ一次産品の輸出は拡大され，しばしば過剰生産（資源の過剰消費）におちいっ

て， 環境破壊などさまざまなひずみを生みだした 。

　８０年代，世界の熱帯林は毎年１ ，７００万ヘクタール（全森林面積のＯ ．９％） ，８１年

にＦＡＯが予測した減少面積の１ ．５倍に相当する速度で減少した。アジア地域

では，その減少面積は毎年３５０万ヘクタールであるが，これは同じ予測の２倍

以上の速度であり ，同地域の森林面積の１２％が毎年消滅していることになる 。

　熱帯林減少の原因は多様であり ，ラテンアメリカ ，アフリカ ，アジアで異な

るが，東南アジア島しょ部（マレーシア ・インドネシア ・フィリピン ・パプアニュ

ーギニア）では，商業用伐採が森林が荒廃する，また問接的に減少する主な要
　　　２０）
因である 。

　熱帯木材の最大の輸入国（開発資金供給者）は日本であり（世界の執帯広葉樹丸

太輸出量の約５割を輸入），日本は外材依存政策によっ て６０～７０年代，フィリピ

ン， ついでインドネシアの森林を蕩尽し，今日マレーシアの丸太輸出量の６割

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７１２）
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を輸入している 。その結果，これらの諸国では今日 ，積年の森林伐採によっ て

国土は荒廃し，干はつや水不足や山火事，あるいは山崩れや洪水なとが繰り返

され（９１年１１月のフィリピンの洪水禍は記憶に新しい），表土の流出で河川や海の濁

りも目立 っている 。

　熱帯林は再生技術が未確立で，森林は乱伐によっ て枯渇にひんしているが ，

一方，再生可能な日本の人工林は保育もされずに放置され，劣弱化している 。

両者の「持続可能な開発」を同時に実現させる国際的なシステムの構築が追求

されなければならない 。

　さて，８０年代半ば以降，円高の進行にともな って日本企業の対アジア地域直

接投資が急増している 。その主要な分野は製造業（とくに鉄 ・非鉄，化学，繊維

などの基礎素材産業）であり ，また従来，資源開発（鉱業）もすすめられてきた

が， 近年「公害輸出」が問題となっ ている 。

　最近の「公害輸出」の典型は，三菱化成が資本 ・技術参加したエイシアン ・

レア　アース杜（ＡＲＥ）による公害事件であろう 。同社はマレーシアのイポー

市郊外で，ハイテク産業に必要なレア ・アース（希土類）をモナザイト鉱石か

ら精製 ・抽出してきたが，その過程で生まれる放射性物質トリウムを投棄した

ため，放射能汚染と近隣住民の健康被害を引き起したものである 。ここでの問

題の要点は，トリウムが日本では核物質として厳しい管理を義務づけられてい

るにもかかわらず，マレーシアには十分な規制立法がなかったため，ずさんな
　　　　　　　　　　　２１）
投棄におよんだことである 。

　留意すべきことは，この事件が過去の，希な事件では決してないことであろ

う。１９９１年に環境庁が実施した調査によれば，海外に進出している日本企業の

うち ，進出先で環境規制基準を遵守している企業は９１％であり ，そのうち７６％

は進出先国の基準を遵守している 。しかし，日本の基準の方が厳しい場合に ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
これを適用している企業はわずか７％にすぎない 。

　ところで，さきのＡＲＥ杜については，８５年に地元住民が操業停止を求めて

イポー 高裁に提訴し，９２年７月には同高裁が住民の訴えを認める画期的な判決

を行なっ た。 この「公害輸出」の問題にかかわ って，「環境と開発に関するリ

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１３）
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オ宣言」（１９９２年６月）は次のように述べている 。「各国は，深刻な環境悪化を

引き起こす，あるいは人問の健康に有害であるとされているいかなる活動及び

物質も ，他の国への移動及び移転を控えるべく ，あるいは防止すべく効果的に

協力すべきである 。」日本の途上国への進出企業が，その国の環境規制基準を

守りさえすれば事足りる時代は，すでに過去のものとなりつつある 。

　　５）国土庁編『第三次全国総合開発計画』大蔵省印刷局 ，１９７７年，７ぺ 一ジ 。

　　６）奥地　正「国土開発政策と環境危機」（高内俊一ほか編『８０年代日本の危機の

　　　構造（上）』法律文化社，１９８８年）を参照
。

　　７）奥地　正「現代日本の国土開発政策」（大藪輝雄ほか編『現代日本の資本主義』

　　　有斐閣，１９８５年）を参照
。

　　８）『昭和６２年版 ・環境白書一国土利用の新たな潮流と環境保全一』大蔵省印刷局 ，

　　　１９８７年，６４ぺ 一ジ 。

　　９）　『日本経済新聞』１９８９年６月２０日付など
。

　　１０）『平成２年版 ・環境白書（総説）一地球にやさしい足元からの行動に向けて一』

　　　大蔵省印刷局，１９９０年，１１４～１２６ぺ 一ジ 。

　　１１）『平成４年版 ・環境白書（総説）一持続可能な未来の地球への日本の挑戦一』

　　　大蔵省印刷局，１９９２年，２０５ぺ 一ジ 。

　　１２）伊瀬洋昭「自動車交通の低公害化と社会的選択の方向一深刻化する自動車交通

　　　公害の解決へむけて」，『日本の科学者』１９８９年３月（＜特集〉地球規模の公害環

　　　境問題）１８ぺ一ジなと 。

　　１３）『朝日新聞』１９９２年１２月２９日付
。

１４）前掲 ・奥地論文（注６）２９２～２９５ぺ 一ジ 。

１５）前掲『平成４年版 ・環境白書（総説）』４８ぺ 一ジ 。

１６）同上，２１７ぺ 一ジ 。

１７）『朝日新聞』１９９２年８月４日付 。

１８）前掲『平成２年版 ・環境白書（総説）』１６９ぺ 一ジ 。

１９）本項については，奥地　正「現代日本の国土 ・環境問題と森林資源一都市と山

　村をむすんで一」 ，『季刊 ・科学と思想』Ｎｏ．６３．１９８７年１月を参照 。

２０）前掲『平成２年版 ・環境白書（総説）』８２ぺ 一ジ 。

２１）小島延夫「公害輸出の実態一マレーシアの場合一」 ，『公害研究』第１９巻第２号

　（１９８９年１０月）など
。

２２）前掲『平成４年版 ・環境白書（総説）』２９５ぺ 一ジ 。

（７１４）
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皿　結びにかえて

　以上では，地球環境時代の日本の国土 ・環境問題について，その基本的な構

図を素描した。そこでみた５つの分野のそれぞれについて，政策論 ・運動論を

含めて展開することは今後の課題として，以下，政府 ・企業 ・国民の３つの経

済主体の現状について，簡潔に付言して結びとしたい 。

　（１）この２０年の政府の環境政策の潮流は，「環境優先」（国連人間環境会議期）

から「環境と経済の調和」（３全総期）へ，そして「経済優先」（４全総期）への

“逆流”であ ったと言 ってよい。これに日本の外から新たな潮流の方向を与え

たのが，国連環境開発会議を画期とする地球環境時代の到来であろう 。

　１９９３年は環境基本法が制定されるが，それに盛り込まれるべき内容は，どの

ようなものであろうか。それは，（工）地球環境問題を視野に入れ，「持続可能な

開発」をめざして，環境保全の観点から経済発展を調整していくという基本理

念， 　「環境保全」と「経済発展」との不断の相克の中で，「持続可能な開発」

の実現を保障（担保）する基本的な仕組み，の２点であろう 。

　これらを具体的に明示するならは，次の５点の規定が不可欠であろう 。¢環

境に関する国民の権利 ：環境と開発に関するリオ宣言は，その第１項で「人類

は， 持続可能な開発への関心の中心にある 。人類は，自然と調和しつつ健康で

生産的な生活を送る権利がある」と述べている 。　環境基本計画の策定 ：環境

に関する長期的 ・総合的な計画として，全国総合開発計画や長期経済計画を調

整する 。　環境アセスメント ：「環境影響評価は，国の手段として環境に重大

な悪影響を及ぼすかもしれず，かつ権限ある国家機関の決定に服する活動に対

して実施されなければならない」（リオ宣言第１７項）。 　汚染者負担の原則 ：「国

の機関は，汚染者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつ

つ， また，公益に適切に配慮し，国際的な貿易及び投資をゆがめることなく ，

環境費用の内部化と経済的手段の使用の促進に努めるべきである」（同宣言第１６

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１５）
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項）。 　市民参加 ：「環境問題は，それぞれのレベルで，関心のあるすべての市

民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは，各個人が，有

害物質や地域社会における活動の情報を含め，公共機関が有している環境関連

情報を適正に入手し，そして，意志決定過程に参加する機会を有しなくてはな

らない。…… 」（同宣言第１０項）。

　しかし，現在までのところ日本の政府は，上記５点のいずれをも基本法で規

定する構えをみせていないのである 。

　（２）８０年代末から９０年代初めにかけて，日本の企業は国際的な地球環境問題

への関心の高まりの中で，さまざまな形で “環境シフドをとり始めた。まず

８９年にはエコマーク商品が登場し（９２年１２月現在，５５品目 ，２ ，３５０商品が認定されて

いる），８９～９０年には商社をはじめ日本の多くの企業がつぎつぎと地球環境問

題に取り組む部 ・課，対策室を設置した。環境庁の１部 ・２部上場企業に対す

る調査（１９９１年）によれば，回答企業の７割近くが環境面に関する社会的貝献

活動を実施している 。こうした中で経団連は，米国の「ハルティースの原則」

（１９８９年）にならっ て「経団連地球環境憲章」（１９９１年）を作り ，企業行動指針を

示したが，他方，企業によっ ては「エコビジネス」として展開するものもみら

れる 。これは，「環境保全に寄与しうる商品 ・サ ービスを提供したり ，従来か

らある商品に付加価値として良好な環境を加えるような商品 ・サービスを提供

する」ものであり ，一定の成長が見込まれている 。

　しかし，日本の企業のこうした “環境シフト ”は，現代日本の国土 ・環境問

題臨海部大型開発や大都市を中心とする大気汚染や廃棄物問題やハイテク

汚染等々　　の根幹にかかわ って企業責任を果たそうとするものではないし ，

さきにみた環境基本法で当然法制化されるべき「環境システム」を形成してい

こうというものでもない。かつて１９７２年，４大公害など公害反対の世論の高ま

りと公害国会を契機とする規制強化の中で，日本のトッ プ企業１００社の社長の

大部分は，ＮＨＫのアンケートに「経済成長をおさえても公害防止につとめる

べきだ」と回答した。しかし，１９９１年，日本の企業の大部分は，環境関連の負

担について「業績に深刻な影響を与えなければできるだけ負担する」（環境庁の

　　　　　　　　　　　　　　　　（７１６）
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調査）とするだけであり ，この「配慮事項」的負担もバブル経済崩壊の中です

でに縮減されているとみられる 。

　（３）国連環境計画（ＵＮＥＰ）が世界１４か国で実施した世界環境意識調査

（１９８９年公表）によれば，日本人は一般に環境問題に対する関心は高いが，環境

の改善のために自分の労力や資金を提供するかどうかになると ，最も消極的で

あることが明らかになっ た。 また，総理府の世論調査（８８年実施）によると ，

地球温暖化など６つの地球環境問題について約７割の人が「心配している」が ，

最近の５年間で実際になんらかの環境保全活動に参加 ・協力した経験をもつ人
　　　　　　　　　２３）
は２割弱にとどまっ た。

　日本においても環境保全活動は，例えば環境生協の発足や全国各地のリサイ

クル運動，あるいはゴルフ場反対運動，さらにはナシ ョナル ・トラストの活動

など，近年ようやく盛んになっ ている 。しかし，シエラクラブ，ナシ ョナル ・

トラスト ，地球の友，グリーンピース ，ワールドウォッ チ研究所など国際的な

環境ＮＧＯの運動の現況をみるだけでも ，日本の環境保全運動はまだ歴史が浅

く， 財政基盤は薄弱で，専門家の結集も僅少であり ，運動団体が法的に公認さ

れていないなど，その “後進性”は明白である 。その背景には，社会的な貢献

のための寄付やボランティアの伝統がほとんどない，明治から今日までなお官

尊民卑の風潮が強い，戦後は企業社会となり市民の自立性が確立していないな

ど， 日本社会の特徴があろう 。

　しかし，この２０年の日本の環境政策の推移をみても ，政府や企業は自発的に

前進したりはせず，住民の世論と運動によっ てはじめて事態は進展するのであ

って，日本の持続可能な杜会の形成と地球環境問題への貢献も ，日本の環境保

全運動の今日の到達点から出発するほかないのである 。

　２３）前掲『平成２年版 ・環境白書（総説）』２０２～２０４ぺ 一ジ 。

（７１７）




